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よ
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護
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よ
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国
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留
邦
人
等
の
円
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な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
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自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
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平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
名
称
並
び
に
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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み
や
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大
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医
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豊
会

ク
リ
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ク
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変
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後
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人
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一
年
十
月
二
日
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森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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所

在

地
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更

年
月
日
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更
前

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
松
山
中
野
場

三
五
の
一
二

変
更
後

合
同
会
社
グ

ー
ト

八
戸
市
大
字
中

居
林
字
雷
三
の

一
八

ケ
ア
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー
オ

ー
ド
リ
ー

八
戸
市
新
井
田
西

三
丁
目
一
七
の
一

六
リ
バ
ー
ス
ワ
ン

Ａ
―
一
〇
二

平
成

��

･

�･

�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又

は
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

居
宅
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

株
式
会
社

こ
ど
ま
り

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
小

泊
字
鮫
貝
一

一
〇
の
一
〇

訪
問
介

護

こ
ど
ま
り

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
小

泊
字
鮫
貝
一

一
〇
の
一
〇

平
成

��･

�･

�

平
成

��･

�･

�

有
限
会
社

マ
ユ
ミ
ッ

ク
ス

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

訪
問
看

護

五
所
川
原

中
央
訪
問

看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

��･

�･

��

��･

�･

��

小
田
嶋
亮

青
森
市
安
方

一
丁
目
三
の

五

居
宅
療

養
管
理

指
導

小
田
島
歯

科
医
院

青
森
市
安
方

一
丁
目
三
の

五

��･

�･

��

��･

	･
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
こ

ど
ま
り

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
小
泊
字

鮫
貝
一
一
〇
の

一
〇

株
式
会
社
こ

ど
ま
り
居
宅

介
護
支
援
事

業
所

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
小
泊
字

鮫
貝
一
一
〇
の

一
〇

平
成

��

･

�･

�

平
成

��･

�･

�

指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又

は
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習

会
等
開
催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
二
十
一
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で(

土
曜
日
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

二

開
催
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員
及
び
受
講
対
象
者

十
五
人
以
内
。
た
だ
し
、
牛
に
つ
い
て
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
有
す
る
者
及
び
家
畜
人
工

授
精
講
習
会
修
業
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
ま
で
に
所

轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

部
家
畜
保
健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林

水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
八
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第
百
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項｣

を

｢

同
項
第
二
号
ロ
、
第
百
十
八
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号｣

に
、

｢

第
八

条
第
三
項

(

同
令
第
八
条
の
二
第
三
項
、
第
九
条
第
九
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項｣

を

｢

第
七
条
第

三
項

(

同
令
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
第
七
項
、
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
の
五
第
四
項｣

に
改
め
る
。

二
の
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

法
第
百
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
養
殖
業

小
割
り
式
さ
け
・
ま
す
養
殖
業

加
入
区
の
名
称

水
域

大
畑
町
加
入
区

東
特
区
第
二
十
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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株
式
会
社

こ
ど
ま
り

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
小

泊
字
鮫
貝
一

一
〇
の
一
〇

介
護
予

防
訪
問

介
護

こ
ど
ま
り

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
小

泊
字
鮫
貝
一

一
〇
の
一
〇

平
成

��

･

�･

�

平
成

��･

�･

�

有
限
会
社

マ
ユ
ミ
ッ

ク
ス

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

介
護
予

防
訪
問

看
護

五
所
川
原

中
央
訪
問

看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

五
所
川
原
市

字
下
り
枝
一

三
の
六

��･

�･

��

��･

�･

��

小
田
嶋
亮

青
森
市
安
方

一
丁
目
三
の

五

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

小
田
島
歯

科
医
院

青
森
市
安
方

一
丁
目
三
の

五

��･

�･

��

��･

	･

�



( )

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の
一
〇

代
表
取
締
役

井
上
元
延

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の
一
〇

代
表
取
締
役

井
上
元
延

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
タ
ヤ
・
ワ
ン
ダ
ー
グ
ー
弘
前
店

弘
前
市
大
字
高
田
二
丁
目
一
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の
一
〇

代
表
取
締
役

井
上
元
延

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

Ｍ
Ａ
Ｘ
デ
ン
コ
ー
ド
ー
弘
前
店

弘
前
市
大
字
高
田
二
丁
目
一
の
一

ツ
タ
ヤ
・
ワ
ン
ダ
ー
グ
ー
弘
前
店

弘
前
市
大
字
高
田
二
丁
目
一
の
一

平
成

��

･

�･

��

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の
位
置

及
び
収
容
台
数

二
八
一
台

二
七
三
台

(

位
置
は
、

届
出
書
添
付
図
面
の
と

お
り)

平
成

��･

�･

	�



( )

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
舘
村
土
地
改
良
区
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

修

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
市

筒
口
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
津

軽
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廻
堰
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( )

大
溜
池
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
所

川
原
市
南
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
屋

平
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
廃
止
の
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

稲
生
川
土
地
改
良
区
の
中
里
川
頭
首
工
管
理
規
程
の
廃
止
を
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

中
里
川
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月
一
日
か

ら
九
月
十
五
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
か
ん
が

い
用
水
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
堤
体
観
測
の
た
め
に
必
要
な
設
備
、
管
理
の
た
め
に
必
要
な
資
材

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
、
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す

る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
河
川
の
水
位
及
び
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報
告

し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
関
し
必
要
な

事
項
を
記
録
し
、
毎
月
十
日
ま
で
に
前
月
分
の
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

青
森
県
監
査
委
員

泉

山

哲

章

青
森
県
監
査
委
員

元

木

篤

子

青
森
県
監
査
委
員

相

川

正

光

青
森
県
監
査
委
員

三

橋

一

三

一

包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
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氏

名

住

所



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

二

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

正

誤
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佐

藤

孝

児

青
森
市
大
字
西
田
沢
字
浜
田
一
の
一
八

櫻

田

政

信

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
八
七
の
三

平
成
��･

�･

��

第
二
四
八
一
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

上
北
地
域
県
民
局

出
先
機
関

区

分

七

ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

字
高
舘

誤

大
字
犬
落
瀬
字
高
舘

正


